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まえがき 

この規格は，工業標準化法に基づき，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって，JIS T 9254:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 28 年 12 月 20 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS

マーク表示認証において，JIS T 9254:2009 によることができる。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 T 9254：2015 
 

在宅用電動介護用ベッド 

Electrically operated adjustable bed for home use 

 
序文 

この規格は，2009 年に第 1 版として発行された IEC 60601-2-52 を基とし，ベッド柵による事故防止のた

め，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて，附属書 JC に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，介護を目的として使用し，電動によって，背部の角度，膝部の角度及び／又は高さが無段

階に調節できるベッド（以下，ベッドという。）について規定する。ただし，普通ベッド，2 段ベッド，子

供用ベッド，ソファーベッド及び病院用ベッドは除く。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60601-2-52:2009，Medical electrical equipment－Part 2-52: Particular requirements for the basic 

safety and essential performance of medical beds（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード） 

JIS C 1509-1 電気音響－サウンドレベルメータ（騒音計）－第 1 部：仕様 

JIS T 0102 福祉関連機器用語［支援機器部門］ 

JIS T 0601-1 医用電気機器－第 1 部：基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項 

ISO 7000，Graphical symbols for use on equipment－Registered symbols 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS T 0102 によるほか，次による。 

3.1 

ボトム 

マットレスなどを支持する構造体。ボトムは，様々なポジションを容易にするため折れ曲がる，位置を

変えられるなどの調節機能をもつ。 


